
例年のことであるが自
治省・消防庁では、殆ど
の中央省庁がそうである
ように５月の連休明けご
ろから来年度の地方行財
政重点施策の検討に着手
する。各課レベル、全庁
補佐レベル、課長レベル
での熱心な議論を経たう
え、省議においてこの重
点施策がまとまったのは
本年の場合８月１９日であった。自治省全体では消防
行政を含む「平成１２年度地方行財政重点施策」を参
考資料（施策の具体的イメージ）とともに公表する
一方、これと並行して消防庁独自で消防行政に係る
部分だけを「平成１２年度消防行政重点施策」として
取りまとめ、関係省庁、消防関係機関、国会方面等
への広報、説明をはじめたのが８月下旬であった。
来年度の重点施策としては、「総合的な防災対策の
推進」「高度防災情報通信体制の整備促進」「消防力
の充実強化と教育訓練の充実等」「消防団の充実強
化」「自主的防災体制の強化の推進」「救急・救助業
務の充実強化」、「総合的な防火安全対策の推進」「九
州・沖縄サミットにおける消防・救急体制の確保」
など、１２項目を掲げ、国内外にわたる消防防災行政
の総合的な充実強化をより一層促進することとした
ところである。
半年も先である来年度の重点施策を夏の盛りまと

めるのは、来年度の予算要求の基本となる概算要求
基準が８月末に大蔵省から示されるからであり、正
直云って変化の激しい今日、特に消防防災という即
応力を求められる分野において確かな目で来年度を

見透した重点事業を精選
し、時流にマッチした予
算要求を組み立てること
は大変難しい。現に今年
も重点施策策定、概算要
求後に東海村ウラン加工
施設原子力事故など、当
初には予期していなかっ
た重大事案が頻発してい
る。
ともあれ概算要求基準

において一般的な補助金１０パーセントマイナスシー
リングが継続されるなど極めて厳しい制約の中、地
方公共団体の消防防災体制を十分確保するための事
業予算を中心に消防庁では経済新生枠約６７億円を含
む総額３２９億６６００万円の要求について財政当局や立
法府に対する説明に鋭意努めており、この間におけ
る都道府県課長会や全国消防長会など関係機関のご
支援にもいつものことながら感謝申し上げたい。な
お、今回の臨時国会において先に触れた東海村事故
にからむ原子力防災関係費８億３３００万円を含め、総
額６０億３２００万円を平成１１年第二次補正予算において
確保し当面の消防防災行政需要に対応したところで
ある。
地方分権が進展するなか、今回の臨時国会からは
政府委員制度が廃止され、いわゆる政治主導の国政
運営が始動しているし、２１世紀初頭には中央省庁再
編も予定され、消防の国政における位置付けも大き
く変わろうとしている。このような激動の中である
が故に消防関係予算の十分な確保は、今後も引き続
き消防庁にとって最重要課題の一つであり続けると
確信するところである。
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＜第１章 災害の現況と課題＞

 火災の概要

平成１０年中の出火件数は５万４，５１４件で、

前年の６万１，８８９件に比べ７，３７５件の減と大幅

に減少している。

出火件数を火災種別でみると、建物火災が

全火災の５９．７％で最も高い比率を占め、次い

で、その他の火災（枯草、看板、広告等の火

災）、車両火災、林野火災、船舶火災、航空

機火災となっている。なお、建物火災につい

ては、過去１０年間で最も少なく、また、車両

火災は、この１０年間で約３０％増加している。

出火件数を四季別にみると、火気を使用する

機会の多い冬季から春季にかけて多く発生し

ており、春季と冬季で総出火件数の５７．２％を

占めている（第１表、第２表、第３表）。

（白書１～５頁）

! 出火原因

平成１０年中の出火原因別の出火件数は「放

火」が７，２９４件で前年に比べ７２件増加してお

り、全火災の１３．４％を占め２年連続して第１

位となった。なお、「放火の疑い」によるも

のは５，１７３件で、前年に比べ４８１件減少し、「放

火」及び「放火の疑い」を合わせると１万２，４６７

件で、全火災の２２．９％を占めている。

出火原因の第２位は「たばこ」の５，６９０件

で前年に比べ１，２１６件減少しており、次いで、

「こんろ」の５，５３０件、「放火の疑い」の５，１７３

件、「たき火」の２，７１０件、「火遊び」の２，１９６

件、「ストーブ」の１，８４７件の順となっている。

（白書２２～２９頁）

" 損害額

平成１０年中の火災による損害額は１，４６０億

円で前年の１，７６９億円に比べ３０９億円減少して

いる。

また、火災１件当たりでは、２６８万円とな

っており、前年に比べ１８万円減少している。

（白書２２～２９頁）

# 出火原因別損害額

平成１０年中の出火原因別の損害額をみると

「たばこ」が原因の火災による損害額が１１７

億５，４２９万円で、前年の１５０億２，３６５万円に比

べ３２億６，９３６万円減少しているものの依然と

して第１位となっている。次いで「ストー

ブ」が原因の火災による損害額が９６億３，６１７

万円で、前年に比べ７億３９３万円減少してい

る。

（白書２２～２９頁）

$ 建物火災

平成１０年中の建物火災の出火件数は３万

２，５１９件で、１日当たり８９件、１６分に１件の

割合で出火していることになる。

また、建物火災の主な出火原因は、「こん

ろ」によるものが５，４７５件と最も多く、次い

で、「たばこ」の３，６２９件、「放火」の３，５８７件

の順となっている。

なお、「こんろ」による火災のうち、４，０６０

件が「消し忘れ」によるもの、「たばこ」に

よる火災のうち、１，２９１件が「投げ捨て」に

よるものとなっている（第１図）。

建物火災の出火件数を火元建物の用途別に

見ると、住宅火災の出火件数が１万８，４２５件

平成１０年中の総出火件数は５万４，５１４件で、

出火原因は「放火」によるものが２年連続し

て第１位、総損害額は１，４６０億円で「たば

こ」が原因の火災による損害額が依然として

第１位となっている。

平成１１年版消防白書の概要について

総 務 課

－２－



第１表 第１－１－２表 火災の状況 （白書３頁）

（注） １ 「死者」には、火災により負傷した後、４８時間以内に死亡した者を含む。以下本節において、ことわり
のない限り同じ。

２ 出火率とは、人口１万人当たりの出火件数をいう。
３ 損害額等については、調査中のものがあり、変動することがある。
４ △は負数を表わす。
５ 増減率は、表示単位未満を四捨五入した。以下本節において、ことわりのない限り同じ。
６ 人口は、平成１０年３月３１日現在の住民基本台帳による。以下本節にいおてことわりのない限り同じ。
７ 表中の数値には、四捨五入したために、合計が合わない場合がある。以下本節において、ことわりのな
い限り同じ。

８ 火災が２種以上にわたった場合、火災件数は火災報告取扱要領に基づき計上し、それ以外の数値はそれ
ぞれの火災種別ごとに計上している。

区分 単位
平成１０年
'

平成９年
(

増減
'－(
)

増減率
)／(×１００
（％）

出 火 件 数 件 ５４，５１４ ６１，８８９ △７，３７５ △１１．９

建 物 ３２，５１９ ３４，５１９ △２，０００ △５．８

林 野 １，９１３ ３，７６６ △１，８５３ △４９．２

車 両 ７，４５９ ７，４３４ ２５ ０．３

船 舶 １３３ １２４ ９ ７．３

航 空 機 ３ ５ △２ △４０．０

そ の 他 １２，４８７ １６，０４１ △３，５５４ △２２．２

焼 損 棟 数 棟 ４３，７８２ ５１，４７６ △７，６９４ △１４．９

全 焼 ９，７１１ １１，５０６ △１，７９５ △１５．６

半 焼 ３，４７０ ４，２３４ △７６４ △１８．０

部 分 焼 １４，３５８ １６，６２１ △２，２６３ △１３．６

ぼ や １６，２４３ １９，１１５ △２，８７２ △１５．０

建物焼損床面積 � １，５５３，１５３ １，８１２，６６８ △２５９，５１５ △１４．３

建物焼損表面積 � １５９，６１３ １６５，６６４ △６，０５１ △３．７

林 野 焼 損 面 積 a ８０，８２０ ３１２，３７３ △２３１，５５３ △７４．１

死 者 人 ２，０６２ ２，０９５ △３３ △１．６

負 傷 者 人 ７，３０９ ７，６１８ △３０９ △４．１

り 災 世 帯 数 世帯 ２９，５５８ ３１，９５６ △２，３９８ △７．５

全 損 ７，０８１ ７，８８５ △８０４ △１０．２

半 損 ２，５５６ ２，８０３ △２４７ △８．８

小 損 １９，９２１ ２１，２６８ △１，３４７ △６．３

り 災 人 員 人 ８０，７４５ ８８，８１５ △８，０７０ △９．１

損 害 額 百万円 １４６，０４９ １７６，８５５ △３０，８０６ △１７．４

建 物 １３６，９７３ １６２，２０７ △２５，２３４ △１５．６

林 野 ４９３ ３，５６８ △３，０７５ △８６．２

車 両 ３，８３１ ３，６８３ １４８ ４．０

船 舶 ９９７ ２６８ ７２９ ２７２．０

航 空 機 ５５ ５１ ４ ７．８

そ の 他 ２，２０９ ４，６７４ △２，４６５ △５２．７

爆 発 １，４９２ ２，４０５ △９１３ △３８．０

出 火 率 件／人口１万人 ４．３ ４．９ △０．６ －

－３－



と全体の５６．７％を占め、次いで複合用途の建

物、工場・作業場、事務所の順となっている。

（白書３０～３６頁）

% 火災の傾向

この１０年間の火災の動向をみると、平成６

年以降６万件を超えていた出火件数は、平成

第２表 第１－１－５表 火災種別出火件数の推移 （白書４頁）

第３表 第１－１－６表 四季別出火状況 （白書５頁）

第１図 第１－１－１６図 建物火災の主な出火原因と経過 （白書３４頁）

（注）冬季の１、２月は、該当年のものである。

建物火災
３２，５１９件
（１００％）

（平成１０年度）

（平成元年＝１００）

区分

年別

建 物 林 野 車 両 船 舶 航 空 機 そ の 他 合 計

件数 指数 件数 指数 件数 指数 件数 指数 件数 指数 件数 指数 件数 指数

元 ３５，１８６ １００ ２，８９４ １００ ５，７４４ １００ １３８ １００ ４ １００ １１，７９７ １００ ５５，７６３ １００

２ ３４，７６８ ９９ ２，８５８ ９９ ６，１７３ １０７ １４８ １０７ ４ １００ １２，５５４ １０６ ５６，５０５ １０１

３ ３４，２６３ ９７ ２，５３５ ８８ ６，２０７ １０８ １２３ ８９ ３ ７５ １１，７４８ １００ ５４，８７９ ９８

４ ３３，５３２ ９５ ２，２６２ ７８ ６，２８１ １０９ １３９ １０１ １ ２５ １２，５４７ １０６ ５４，７６２ ９８

５ ３３，６０８ ９６ ３，１９１ １１０ ６，４９８ １１３ １２１ ８８ ２ ５０ １３，２８０ １１３ ５６，７００ １０２

６ ３４，３１５ ９８ ４，５３４ １５７ ６，７６５ １１８ １３６ ９９ ３ ７５ １７，２６２ １４６ ６３，０１５ １１３

７ ３４，５３９ ９８ ４，０７２ １４１ ６，９７１ １２１ １２５ ９１ ２ ５０ １７，２０４ １４６ ６２，９１３ １１３

８ ３４，７５６ ９９ ４，３３９ １５０ ７，１６４ １２５ １４３ １０４ ４ １００ １７，６６０ １５０ ６４，０６６ １１５

９ ３４，５１９ ９８ ３，７６６ １３０ ７，４３４ １２９ １２４ ９０ ５ １２５ １６，０４１ １３６ ６１，８８９ １１１

１０ ３２，５１９ ９２ １，９１３ ６６ ７，４５９ １３０ １３３ ９６ ３ ７５ １２，４８７ １０６ ５４，５１５ ９８

年別

季別

平成１０年 平成９年

出火件数
（件）

割合
（％）

損害額
（百万円）

割合
（％）

出火件数
（件）

割合
（％）

損害額
（百万円）

割合
（％）

春季（３月～５月） １５，８０８ ２９．０ ４１，２３９ ２８．２ １８，２１６ ２９．４ ４８，５５９ ２７．５

夏季（６月～８月） １１，２３７ ２０．６ ２７，４７３ １８．８ １２，７６２ ２０．６ ３７，０００ ２０．９

秋季（９月～１１月） １２，１１３ ２２．２ ２９，８６３ ２０．５ １３，７８１ ２２．３ ４０，１６８ ２２．７

冬季（１２月～２月） １５，３５６ ２８．２ ４７，４７４ ３２．５ １７，１３０ ２７．７ ５１，１２８ ２８．９

合 計 ５４，５１４ １００．０ １４６，０４９ １００．０ ６１，８８９ １００．０ １７６，８５５ １００．０
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１０年においては、５年ぶりに５万件台に減少

するとともに、火災による死者も、２，０６２人

と前年の２，０９５人に比べ若干減少したが、放

火自殺者の増もあり、死者数は、平成６年以

降全体的には増加傾向にある（第２図）。

（白書１～２頁）

 火災による死者の状況

平成１０年中の火災による死者数は２，０６２人

で、前年の２，０９５人に比べ３３人減少しており、

１日当たりの火災による死者数は、５．６人（前

年５．７人）となっている。

また、このうち放火自殺者数は８５６人であ

り、前年に比べ８２人増加した。

（白書７～１５頁）

! 住宅火災による死者

住宅火災による死者１，１３０人のうち、放火

自殺者、放火自殺の巻き添え及び放火殺人（以

下「放火自殺者等」という。）２６５人を除く失

火等による死者は８６５人となっており、前年

に比べ５８人減少した。

また、このうち６５歳以上の高齢者は４４９人

（５１．９％）と半数を超えている。

住宅火災による死者（放火自殺者等を除

く。）について、年齢階層別に人口１０万人当

たりの死者発生数をみると、年齢が高くなる

にしたがって著しく増加しており、８１歳以上

の階層では、最も低い１６歳から２０歳、２１歳か

ら２５歳の階層に比べ約５０倍となっている（第

３図）。

（白書１５～２１頁）

第２図 第１－１－１図 火災の傾向 （白書１頁）

平成１０年中の火災による死者数は２，０６２人

で、１日当たりの火災による死者数は５．６人

となっている。なお、住宅火災での死者８６５

人（放火自殺者等を除く。）のうち、６５歳以

上の高齢者は４４９人（５１．９％）と半数を超え

ている。

第３図 第１－１－６図 住宅火災における年齢階層別死者発生状況（放火自殺者等を除く。）

（白書１６頁）

（平成元年＝１００）

（平成１０年中）

（注） 年齢不明者５名を除く。人口は、平成１０年１０月１日現在の推計人口（総務庁統計局）による。
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 危険物施設等災害

平成１０年中の危険物施設における火災の発

生件数は１５７件で前年に比べ２件増加し、死

者は４人、負傷者は６０人、損害額は３１億１，７４７

万円となっている。

また、平成１０年中の危険物運搬中の火災の

発生件数は１３件で、死者は１人、負傷者は３

人、損害額は２，５００万円となっている。

（白書７０～７３頁）

! 石油コンビナート災害

平成１０年中に石油コンビナート等特別防災

区域内で発生した災害の件数は７４件で、前年

に比べ２件減少し、死者は１人、負傷者は２４

人、損害額は６億７，６２５万円となっている。

（白書８６～８７頁）

" 林野火災

平成１０年中の林野火災の件数は１，９１３件で、

前年の３，７６６件に比べ１，８５３件減少している。

なお、焼損面積は８０８ha で前年の３，１２４ha

に比べ２，３１６ha の減、損害額は４億９，２７６万

円で前年の３５億６，７８０万円に比べ３０億７，５０４万

円の減といずれも大きく減少した。

例年、林野火災は春先を中心に発生してお

り、平成１０年も３月に５７０件と最も多く発生

しており、２月から４月までの間に、年間の

５４．５％の火災が集中して発生している。

（白書９６頁）

# 風水害

平成１０年は、年間を通して全国的に多雨で

あった。特に８月から９月にかけて記録的な

大雨が降り、各地に大きな被害をもたらした。

台風の発生数は１６個と平年の２７．８個に比べて

少なく、気象庁が台風統計を始めた昭和２６年

以来、最小記録であった。しかし日本に上陸

した台風は４個で、平年の２．８個と比べて多

く，各地に被害を及ぼした。風水害、雪害等

の異常な自然現象に伴う災害（地震、火山噴

火を除く。）による人的被害、住家被害はと

もに前年に比べて増加し、死者・行方不明者

１０９人（前年７１人）、負傷者１，２１１人（前年３０６

人）、全壊３０２棟（前年１１０棟）などとなって

いる（第４図）。

（白書１０１～１０３頁）

$ 火山災害

平成１０年に噴火した火山は４山で、雌阿寒

岳（北海道）が約２年ぶりに、また北海道駒

ヶ岳（北海道）は約２年７ヶ月ぶりに噴火し、

桜島、薩摩硫黄島（ともに鹿児島県）は年間

を通してたびたび噴火した。

また、岩手山（岩手県）では活発な火山性

地震活動が続いた。

なお、火山情報については、平成１０年中は、

平成１０年中の危険物施設等災害は、１５７件、

死者４人、負傷者６０人、林野火災が１，９１３件、

焼損面積８０８ha、風水害・雪害等は死者・行

方不明者１０９人、負傷者１，２１１人などとなって

いる。

第４図 第１－５－１図 風水害等による被害状況 （白書１０１頁）

（注） 地震、火山噴火による被害を除いた数値である。

－６－



４火山において、計９回の臨時火山情報が発

表されている。

（白書１０６頁）

% 地震災害

［阪神・淡路大震災について］

ア 災害の概要

平成７年１月１７日５時４６分頃、兵庫県淡

路島北部を震源とする地震（平成７年（１９９５

年）兵庫県南部地震）が発生した。

この地震により、東北地方南部から九州

にかけての広い範囲で有感となり、その被

害は２府１５県におよび、平成１０年１２月２５日

現在で、人的被害は死者６，４３０人、行方不

明者３人、負傷者４万３，７８２人、住家被害

は全壊１０万４，９００棟、半壊１４万４，２５５棟、避

難者は最大で３１万人を超えるものとなった

（第４表、第５表）。

また、地震により２８５件の火災が発生し、

全半焼７，０７１棟となった。

（白書１０９～１１１頁）

イ 消防機関・消防庁等の活動

� 地震発生から平成７年３月３１日までに、

４１都道府県、４５１消防本部、延べ７，６０２隊、

車両７，６２８台、約３万２，４００人の消防職員

による広域応援活動が実施された。

また、平成７年３月３１日までに都道府

県職員（警察職員を除く。）延べ約７万

４，０００人、市町村職員（消防職員を除

く。）延べ約１２万２，０００人が神戸市を中心

に活動を行った。

� 消防団については、被災地周辺からの

応援も含め、延べ７万１，０００人以上が地

元消防本部と連携し、消火活動、検索・

救助活動、給水活動、物資の搬送、被災

第４表 第１－７－２表 人的被害の状況 （白書１１０頁）

第５表 第１－７－３表 住家被害の状況 （白書１１１頁）

（注） 死者の中には、災害発生後疾病により死亡した者のうち、その疾病の発生原因や疾病を著
しく悪化させたことについて災害と相当因果関係があるとして関係市町で災害による死者と
した者が含まれている。

（平成１０年１２月２５日現在）

（平成１０年１２月２５日現在）（単位：人）

府 県 死 者
行 方
不明者

計 重 傷 軽 傷
負傷者
計

うち火災に
よる死者

兵 庫 県 ６，３９８ ５５９ ３ ６，４０１ ８，５８３ ３１，４９９ ４０，０８２

大 阪 府 ３１ － － ３１ １７５ ３，４１４ ３，５８９

京 都 府 １ － － １ ３ ４６ ４９

他 県 － － － － １１ ５１ ６２

計 ６，４３０ ５５９ ３ ６，４３３ ８，７７２ ３５，０１０ ４３，７８２

府 県
全 壊 半 壊 全半壊 計

棟 世 帯 棟 世 帯 棟 世 帯

兵 庫 県 １０３，９９８ １７８，３６４ １３６，９３４ ２５８，７９９ ２４０，９３２ ４３７，１６３

大 阪 府 ８９５ ３，４１６ ７，２３１ １７，２２６ ８，１２６ ２０，６４２

京 都 府 ３ ３ ６ ６ ９ ９

徳 島 県 ４ ５ ８４ ８６ ８８ ９１

合 計 １０４，９００ １８１，７８８ １４４，２５５ ２７６，１１７ ２４９，１５５ ４５７，９０５

－７－



地の警戒活動等幅広い活動に従事した。

� 地震発生直後から自主防災組織による

消火活動等の応急活動が行われた。

� ボランティア活動については、発災直

後から多くのボランティアが被災地に駆

けつけ、物資の仕分け、避難所の運営、

炊き出し、医療介護、運送、通訳等様々

な分野で重要な役割を担った。

� 消防庁では直ちに関係府県に対し、適

切な対応と被害状況について報告を行う

よう連絡し、情報収集を開始するととも

に、消防広域応援や被災者保護のための

生活関連物資の支援調整、人的応援の調

整、被災者の公営住宅等への受け入れ斡

旋等の活動を行った。

（白書１１１～１１３頁）

ウ 震災を踏まえて講じた措置

� 災害の規模等に照らし、被災地の都道

府県知事からの要請を待ついとまがない

と認められる場合等においても、迅速な

消防広域応援が確保できるよう消防組織

法の一部改正を行った。

� 災害時における交通規制に関する措置

の拡充、国及び地方公共団体の防災体制

の強化等について、災害対策基本法の一

部改正を行った。

� 地震防災緊急事業５箇年計画の作成及

び国の財政上の特別措置等を定めた地震

防災対策特別措置法が制定された。

� 防災機関の初動体制の充実など防災基

本計画の修正や自治省・消防庁防災業務

計画の修正を行うとともに、地域防災計

画の見直しを図った。

� 消防庁では、被災した消防防災施設等

の早期復旧を図るとともに、大規模災害

に対応できる全国的な消防防災体制の整

備を促進する観点から、災害時の消防水

利の確保、消防機関の広域応援体制等の

整備促進に係る財政支援、画像伝送シス

テム、震度情報ネットワークシステム、

ヘリコプターテレビ電送システム、防火

水槽、耐震性貯水槽等の消防防災施設等

の整備促進に係る財政支援等を行った。

� 緊急消防援助隊の創設、航空消防防災

体制の強化、防災拠点の整備、広域応援

協定の締結など防災体制の充実・強化を

推進した。

（白書１１４～１１５頁）

［地震災害の現状］

平成１０年１月から１２月までの間に発生した

地震のうち、震度４以上を記録した地震は２９

回で前年の４０回に比べ少なかった。

このうち、９月３日に発生した岩手県内陸

北部を震源とする地震で負傷者９人の被害を

出すなど、人的被害をもたらしたものが５回

となっている。

（白書１１７～１１９頁）

& 特殊災害

� 平成１０年中に発生した都市ガス及び液化

石油ガスの漏えい事故又は爆発・火災事故

で消防機関が出場したものの総件数は

１，４１６件で、死者２５人、負傷者２９２人となっ

ている。

� 消防機関が出動した原子力施設における

最近の主な事故としては、平成７年１２月８

日に使用前検査中の核燃料サイクル開発機

構（旧動力炉・核燃料開発事業団）の高速

増殖原型炉「もんじゅ」において、冷却材

であるナトリウムが漏えいし、火災となっ

た事故や平成９年３月１１日に核燃料サイク

ル開発機構（旧動力炉・核燃料開発事業

団）の東海再処理施設アスファルト固化処

理施設で発生した火災爆発事故、平成１１年

９月３０日に発生した茨城県東海村のウラン

燃料加工施設における臨界による放射線被

ばく事故（作業中の作業員３名及び救急隊

員を含む６９名が被ばく）がある。

（白書１４２～１４３頁）
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＜第２章 消防防災の組織と活動＞

 常備消防機関

平成１１年４月１日現在の常備消防機関は、

消防本部が９１１本部、消防署が１，６７０署、出張

所が３，２３９所、消防職員が１５万２，４６４人となっ

ており、前年と比較すると広域化が進められ

たこと等により、消防本部は９本部減少し、

消防署は８署増加し、消防職員は７６１人増加

している。

なお、消防職員のうち女性職員は２，１９１人

となっており、年々増加している（第６表）。

（白書１５１頁）

! 常備化の現況

平成１１年４月１日現在、常備化市町村は、

３，１４５市町村となり、常備化率は市町村数で

９７．４％（市は１００％、町村は９６．７％）に達し、

人口の９９．７％が常備消防によってカバーされ

ている。

（白書１５１～１５２頁）

" 消防団

消防団は、消防本部、消防署が置かれてい

ない非常備町村にあっては消防活動を全面的

に担っており、常備市町村においては初期消

火、残火処理等を行っているほか、大規模災

害時には、災害防ぎょのため多数の要員を必

要とすることから、大量の消防団員が動員さ

れ活動している。

さらに、火災予防の面でも、住民指導、巡

回広報、特別警戒等多面的活動を行っており、

地域の消防防災の要となっている．

平成１１年４月１日現在、消防団は３，６４１団、

消防団員数は９５万７，０４７人であり、ほとんど

全ての市町村に設けられている。消防団員数

は減少傾向にあり、１０年前の平成元年４月１

日現在に比べ４万５，３２４人（４．５％）減少して

いるが、この間に、女性消防団員数は７，８１３

人増加し、９，４６８人となっている。

なお、消防団員の平均年齢は３６．５歳となっ

ている。

常備化が進展してきた今日においても、消

防団が地域の消防防災に果たす役割は依然と

して重要であることから、消防庁では、消防

団の施設・設備の整備充実、青年層・女性層

の消防団活動への積極的な参加の促進、消防

平成１１年４月１日現在の常備消防機関は、

消防本部が９１１本部、消防署が１，６７０署、消防

職員が１５万２，４６４人となっており、人口の

９９．７％が常備消防によってカバーされている。

また、消防団は、平成１１年４月１日現在、３，６４１

団、９５万７，０４７人となっている。

第６表 第２－１－１表 市町村の消防組織の現況 （白書１５１頁）

区 分
平成１１年

４月１日現在
平成１０年

４月１日現在

比較

増減数 増減率％

消

防

本

部

消 防 本 部 ９１１ ９２０ △９ △１．０
市 ３３７ ３４４ △７ △２．０

町・村 １０１ １０３ △２ △１．９
組 合 ４７３ ４７３ ０ ０

消 防 署 １，６７０ １，６６２ ８ ０．５
出 張 所 ３，２３９ ３，２３２ ７ ０．２
消 防 職 員 数 １５２，４６４ １５１，７０３ ７６１ ０．５

消

防

団

消 防 団 ３，６４１ ３，６４３ △２ △０．１
分 団 ２５，３５１ ２５，３９３ △４２ △０．２
非 常 勤 消 防 団 員 ９５７，０４７ ９６２，６２５ △５，５７８ △０．６
消 防 団 常 備 部 － － － －
常 勤 消 防 団 員 － － － －

－９－



団員の処遇改善等を図っており、引き続き消

防団の充実強化を推進していく必要がある。

（白書１５３～１５４頁、１６８～１６９頁）

平成１０年中における全国の消防職団員の出動

状況をみると、火災等（火災、救助活動、風水

害等の災害、特別警戒、捜索、誤報等及びその

他（警察への協力、危険排除等）をいう。ただ

し救急業務を除く。）への出動回数は８３万６，２２０

回で、出動延人員は９４８万７，９４５人である。また、

火災等への１日当たりの出動回数は２，２９１回、

３８秒に１回の割合で出動したことになる。

なお、このうち、消防団員の火災等への出動

回数は２６万９０５回、出動延人員は５４６万２，６６０人

となっている。

平成１０年においては、８月から１０月の間に豪

雨が日本各地をおそい、河川の氾濫、土砂崩れ、

地滑り等、多くの災害を引き起こしたが、これ

らの災害に対し、各地の消防団は、住民の避難

誘導、危険箇所の警戒・監視活動、身を挺して

の人命救出活動等、自宅が被災した団員もいる

中で、昼夜を問わず不眠不休で活動を行い被害

の拡大を防いだ。

また、災害が終息した後においても、土砂の

除去、損壊家屋の後片付け等、地域の復興のた

めに、献身的な活動を行った。

また、平成１１年においても、６月下旬豪雨（６

月２３日から７月３日）、８月中旬豪雨（８月１３

日から８月１６日）による災害において、延べ約

９万１，０００人の消防団員が郷土愛護の精神のも

と、述べ約３万６，０００人の消防職員とともに、

危険箇所等の警戒巡視、要救助者の救助、行方

不明者の捜索、避難誘導、土のう積みなどの活

動を実施した。

（白書１７０～１７３頁）

 救急搬送

平成１０年中の救急業務の実施状況は、３７０

万２，０７５件（ヘリコプターによる搬送件数を

含む。）で前年の３４７万６，５０４件に比べ２２万

５，５７１件増加している。

平成１０年中の消防職団員の火災等への出動

回数は８３万６，２２０回で、１日当たり２，２９１回、

３８秒に１回の割合で出動したことになる。

第７表 第２－４－１表 救急出場件数及び搬送人員の推移 （白書１９４頁）

（注） １ 救急業務実施状況調及び消防防災・震災対策現況調査による。
２ 昭和３８年の数は４月１日から１２月３１日までの数値、その他の年は１月１日から１２月３１日までの数値である。

平成１０年中の救急業務の実施状況は、３７０

万２，０７５件、救急自動車による搬送人員は３５４

万５，９７５人であり、いずれも増加している。

なお、救急自動車による出場件数は、１日

平均１万１４３件で、８．５秒に１回の割合で救急

隊が出場し、国民３５人に１人が救急隊によっ

て搬送されたことになる。

区
分

年

救急出場件数 搬送人員 （
A
）の
う
ち
急
病
に

よ
る
出
場
件
数（
B
）

（
A
）に
対
す
る

（
B
）の
割
合（
％
）

全
出
場
件
数

対
前
年
増
減
率（
％
）

全
搬
送
人
員

対
前
年
増
減
率（
％
）

う
ち
救
急
自
動
車

に
よ
る
件
数（
A
）

う
ち
消
防
・
防
災
ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
に
よ
る
件
数

う
ち
救
急
自
動

車
に
よ
る
人
数

う
ち
消
防
・
防
災
ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
に
よ
る
人
数

３８ ２３９，３９３ ２３９，３９３ － ２１．３ ２１５，８０４ ２１５，８０４ － ２１．５ ８７，６７６ ３６．６
５ ２，９３１，６６３ ２，９３１，６３３ － ２．５ ２，８５３，３３９ ２，８５３，３３９ － ２．１ １，５２２，３６５ ５１．９
６ ３，０４９，０００ ３，０４９，０００ － ４．０ ２，９４８，６３０ ２，９４８，６３０ － ３．３ １，６０５，１９５ ５２．６
７ ３，２８０，０４６ ３，２８０，０４６ － ７．６ ３，１６４，４８３ ３，１６４，４８３ － ７．３ １，７７１，４６８ ５４．０
８ ３，３７３，３９４ ３，３７３，３９４ － ２．８ ３，２４７，１２９ ３，２４７，１２９ － ２．６ １，８２８，９２０ ５４．２
９ ３，４７６，５０４ ３，４７６，５０４ － ３．１ ３，３４２，２８０ ３，３４２，２８０ － ２．９ １，８９９，９８７ ５４．７
１０ ３，７０２，０７５ ３，７０１，３１５ ７６０ ６．５ ３，５４６，７３９ ３，５４５，９７５ ７６４ ６．１ ２，０６２，２６１ ５５．７

－１０－



また、救急自動車による搬送人員は３５４万

５，９７５人で前年の３３４万２，２８０人に比べ２０万

３，６９５人増加している（第７表）。

なお、救急自動車による出場件数は、全国

で１日平均１万１４１件（前年９，５２５件）であり、

８．５秒（前年９．１秒）に１回の割合で救急隊が

出場し、国民の３５人に１人が救急隊によって

搬送されたことになる。

（白書１９４～１９９頁）

! 応急処置の実施状況

平成１０年中の救急自動車による搬送人員の

うち、救急隊員が応急処置等を行った傷病者

は、２９４万５，２４８人（搬送人員の８３．１％、前年

は７９．１％）であり、前年に比較し、３０万２，０６９

人（１１．４％）増加している。

なお、平成３年８月の「救急隊員の行う応

急処置等の基準」の改正により拡大された応

急処置等を含め、全ての応急処置等実施件数

は、８３１万７，３１４件と前年の約１．２倍となって

おり、このうち救急救命士が行う心肺機能停

止状態の傷病者の蘇生等のために行う高度な

応急処置の件数は２万８，６５４件にのぼり、前

年の約１．３倍となっている。

（白書１９９～２０１頁）

" 実施体制

平成１１年４月１日現在、救急業務実施市町

村数は、３，１６３市町村（６７２市、１，９６２町、５２９

村）と全市町村の９７．９％（前年９７．４％）であ

り、全人口の９９．８％（前年と同じ）がカバー

されている。

また、救急隊は４，５５３隊で前年の４，５１５隊に

比べ３８隊の増となっており、救急隊員は５万

５，７１７人で前年の５万５，４１０人に比べ３０７人の

増となっている。

なお、全国の消防本部における救急自動車

の保有台数は、５，２５１台となっている。

（白書２００～２０４頁）

# 救急業務の高度化

平成１１年４月１日現在、消防職員のうち救

急救命士資格を有する者の数は７，５２３人で、

このうちの７，２０１人が８６３消防本部において、

救急隊員として救急業務に従事している。

また、拡大された応急処置等を行うために

必要な高規格救急自動車は２，１２２台が配置さ

れている。

（白書２０２～２１０頁）

 救助活動件数等

平成１０年中の救助活動件数は、３万８，２４１

件で前年の３万５，０５０件に比べ３，１９１件の増加、

救助人員は、４万４５６人で前年の３万５，１０５人

第８表 第２－５－１表 救助活動件数及び救助人員の推移 （白書２１１頁）

（注） 消防本部・署を設置しない市町村の消防団の活動件数等も含めている。
本節の以下のデータにおいても同じ。

平成１０年中の救助活動件数は３万８，２４１件、

救助人員は４万４５６人であり、いずれも増加

している。

なお、事故種別の救助活動件数を見ると、

火災と交通事故によるもので６３％を占めてい

る。

区分

年

救助活動件数 救 助 人 員

件 数
対前年増減数
（％）

人 員
対前年増減数
（％）

平成６ ２８，６８６ ２．１ ２９，８１３ △１４．７

７ ３３，１４９ １５．６ ３４，２７２ １５．０

８ ３２，５７２ △１．７ ３２，８２８ △４．２

９ ３５，０５０ ７．６ ３５，１０５ ６．９

１０ ３８，２４１ ９．１ ４０，４５６ １５．２

－１１－



に比べ５，３５１人の増加となっている（第８表）。

（白書２１１～２１３頁）

! 活動状況

事故種別の救助活動件数は、交通事故が１

万７，８１４件（全体の４６．６％）、火災が６，３７３件

（全体の１６．７％）となっている。

なお、救助活動を行うために出動した全て

の消防職員は、延べ９０万５，３５０人で、このう

ち交通事故が３８．２％、火災が２７．９％となって

おり、また、救助活動を行うために出動した

全ての消防団員は、述べ１６万４２０人で、この

うち火災が８０．６％を占めている（第９表）。

（白書２１１～２１３頁）

" 実施体制

平成１１年４月１日現在、救助隊を設置して

いるのは８６９消防本部となっており、当該消

防本部の構成市町村は３，０３７市町村となって

いる。また、救助隊は１，５２８隊設置されてお

り、救助隊員は２万３，８４６人で、１消防本部

当たり１．８隊の救助隊が設置され、１隊に

１５．６人の救助隊員が配置されていることにな

る。

（白書２１２～２１５頁）

 航空消防防災体制の現況

ヘリコプターは林野火災や風水害などの災

害状況の把握、林野火災における空中消火、

山岳等における救助、重度傷病者の救急搬送

や、遠隔地からの救急搬送等に極めて有効で

あり、その整備を推進している。

平成１１年４月１日現在の消防・防災ヘリコ

プターの配備状況は、次のとおりとなってい

第９表 第２－５－２表 事故種別救助活動及び活動の状況 （白書２１３頁）

（注） １ 救助業務実施状況調による。
２ （ ）内は構成比（％）
３ 「出動人員」とは、救助活動を行うために出動したすべての人員をいう。
４ 「活動人員」とは、出動人員のうち実際に救助活動を行った人員をいう。

（平成１０年中）

消防・防災ヘリコプターは、消防防災業務

に幅広く活用されており、平成１１年４月１日

現在、６６機が配備されている。

事故種別

区分
火 災

交 通
事 故

水 難
事 故

自 然
災 害

機械等
による
事 故

建物等
による
事 故

ガス及
び酸欠
事 故

爆 発
事 故

その他 計

救 助 活 動
件 数

６，３７３
（１６．７）

１７，８１４
（４６．６）

１，７６３
（４．６）

２８６
（０．７）

９９６
（２．６）

６，０３３
（１５．８）

１０５
（０．３）

２
（０．０）

４，８６９
（１２．７）

３８，２４１
（１００．０）

救 助 人 員
１，１１５
（２．８）

２３，２５７
（５７．５）

１，５７５
（３．９）

２，２２１
（５．５）

１，３１１
（３．２）

６，１４０
（１５．２）

９０
（０．２）

７
（０．０）

４，７４０
（１１．７）

４０，４５６
（１００．０）

消
防
職
員

救助出動
人 員

２５２，６０５
（２７．９）

３４６，２３５
（３８．２）

５９，５３３
（６．６）

４，６２３
（０．５）

２２，８８９
（２．５）

８３，９１３
（９．３）

４，３７９
（０．５）

２３２
（０．０）

１３０，９４１
（１４．５）

９０５，３５０
（１００．０）

救助活動
人 員

９８，４１１
（２３．４）

１７３，７４５
（４１．３）

２７，３１７
（６．５）

２，５４４
（０．６）

１０，１１６
（２．４）

５８，９０９
（１４．０）

１，２８５
（０．３）

９１
（０．０）

４８，５８７
（１１．５）

４２１，００５
（１００．０）

消
防
団
員

救助出動
人 員

１２９，３３５
（８０．６）

２，６５３
（１．７）

７，９１１
（４．９）

２，５４４
（１．６）

１８５
（０．１）

１４５
（０．１）

７３
（０．０）

２０
（０．０）

１７，５５４
（１１．０）

１６０，４２０
（１００．０）

救助活動
人 員

９，８０８
（３８．２）

５７９
（２．３）

５，７９５
（２２．６）

２，１１１
（８．２）

３２
（０．１）

４
（０．０）

１
（０．０）

０
（０．０）

７，３５９
（２８．６）

２５，６８９
（１００．０）

１件当たりの救
助活動人員

１７．０ ９．８ １８．８ １６．３ １０．２ ９．８ １２．２ ４５．５ １１．５ １１．７
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る。

消防機関の保有するヘリコプター２７機

（前年度２６機）

都道府県の保有するヘリコプター３９機

（ 〃 ３７機）

計 ６６機（ 〃 ６３機）

（白書２１６～２１８頁）

なお、消防・防災ヘリコプターは、消防防

災業務に幅広く活用されており、平成１０年中

の出動実績は、火災出場７３０回、救急出場７６０

回、救助出場６９９回等となっている。

! 航空消防防災体制の課題

都市化の進展や都市構造の変化等による災害

の複雑多様化に備えるとともに、救急業務の一

層の高度化を実現し、国民の信頼と期待に応え

ていくためには、消防・防災ヘリコプターを活

用した広域的かつ機動的な消防防災体制を全国

的に早急に整備する必要がある。

全国的な航空消防防災体制を充実強化するた

め、消防・防災ヘリコプターの計画的な配備を

積極的に推進するとともに、全国に配備されて

いる消防・防災ヘリコプターの整備点検情報、

全国各地の離着陸場情報等をデータベース化す

るヘリコプター情報システムの整備及び適切な

運用を図っていくこととしている。

（白書２１９頁）

 国と地方公共団体の防災体制

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害対

策基本法の改正や防災基本計画の全面的な修

正、消防庁における防災体制の一層の強化、

各地方公共団体における地域防災計画の見直

し等が行われている。

また、各地方公共団体において、地域住民

が参加し、防災関係機関とも連携した、情報

の収集・伝達、避難誘導、救出・救護などの

総合的かつ実践的な防災訓練が実施されてい

る。

（白書２２０～２２６頁）

! 消防広域応援体制

大規模災害に適切に対応するため、地方公

共団体の区域を越えて、機動的、効果的に対

処し得るよう、広域航空消防応援体制の整備、

「緊急消防援助隊」の災害対応能力の充実強

化など消防広域応援体制の強化を推進してい

る。

また、現在、全ての都道府県において、都

道府県下の全市町村及び消防の一部事務組合

等が参加した消防相互応援協定が結ばれてい

る。

（白書２２７～２３４頁）

 消防防災通信ネットワーク

災害時において、迅速かつ的確な災害応急

活動を実施するためには、平素から防災情報

の収集・伝達体制を確立しておくほか、災害

に強い消防防災通信ネットワークを構築して

おくことが極めて重要である。

現在、国、地方公共団体、住民等を結ぶ消

防防災通信ネットワークを構成する主要な通

信網としては、国と都道府県を結ぶ消防防災

無線網、都道府県と市町村等を結ぶ都道府県

防災行政無線網及び市町村と住民等を結ぶ市

町村防災行政無線網が構築されている。

消防庁では、地方公共団体と一体となって

総合的な消防防災通信ネットワークの整備を

推進している。

（白書２３５～２４０頁）

! 防災情報システム

広域的な対応が重視される今日の防災対策

においては、迅速な情報収集・伝達と地方公

共団体の対応力を把握した上での調整判断が

不可欠である。

このため、消防庁では、震度情報などの緊

国と地方公共団体の防災体制及び消防広域

応援体制の強化を推進している。

消防防災通信ネットワーク、防災情報シス

テム等の整備を推進している。
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急情報を迅速に伝達するほか、緊急消防援助

隊や消防・防災ヘリコプターの出動可能状況、

非常物資の備蓄等広域応援の対応力の状況、

消防防災統計など消防防災に係る情報をデー

タベース化するとともに、コンピュータによ

る全国的なネットワーク化を図り、消防庁と

地方公共団体等との間でこれらの情報を共有

化できる防災情報システムの整備を推進し、

順次運用を開始している。

（白書２４０～２４１頁）

＜第３章 自主的な防災活動と災害に強い地域

づくり＞

 防火防災意識の高揚

平成１０年中の火災を原因別にみると失火が

全体の６３．９％を占めていること、地震や風水

害における避難や二次災害の防止等について

は地域住民の日ごろからの備え、災害時の適

切な行動が基本となることなどから、災害に

強い安全な地域社会を作るためには、国民の

防火防災意識の高揚に待つところが極めて大

きい。

そのため、家庭、職場を問わず国民一人ひ

とりが常に防火防災に関心を持つとともに、

それぞれが日ごろから自主防災の意識を持ち、

災害が発生した場合、的確に対処できるよう

な基礎知識を身につけておくことが大切であ

る。

このような観点から、消防庁においては、

年間を通じたテレビ放送を利用した啓発を行

うとともに、毎年春秋２回の「全国火災予防

運動」などあらゆる機会をとらえて、国民の

防火防災に関する関心を喚起し、意識の高揚

を図っている。

（白書２４９～２５２頁）

! 自主防災活動

防災体制の強化に当たっては、消防機関を

はじめとする防災関係機関による体制整備が

必要であることは言うまでもないが、地域住

民が連帯し、地域ぐるみの防災体制を確立す

ることも重要である。

出火の防止、初期消火、情報の収集伝達、

避難誘導、被災者の救出救護、応急手当、給

食給水等の自主的な防災活動が効果的かつ組

織的に行われるためには、地域ごとに自主防

災組織を整備し、平常時から、災害時におけ

る情報収集伝達・警戒避難体制の整備、防災

用資機材の備蓄等を進めるとともに、大規模

な災害を想定しての防災訓練を積み重ねてお

くことが必要である。

なお、平成１１年４月１日現在、全国で９万

２，４５２の自主防災組織が設置されている。

また、地域の防火防災意識の高揚を図るた

めには、地域の自主防災組織の育成とともに、

婦人防火クラブ、少年消防クラブ、幼年消防

クラブ等の育成強化を図ることも重要である。

（白書２５３～２５７頁）

＜第４章 規制改革への対応＞

近年、国際化の進展や社会経済活動の多様化

等を背景に、公的規制の緩和が大きな課題とな

っている。

消防庁としては、消防行政に係る規制は、火

災予防又は防災の観点から行われる安全規制で

あり、国民の生命、身体及び財産の保護のため

極めて重要なものであるとの認識のもと、今後

とも、安全性の確保に十分配慮しながら、「規

制緩和推進３か年計画（改定）」に定められた各

措置を着実に実施するなど、社会的要請に対応

した規制改革等の一層の推進を図っていくこと

としている。

（白書２６３～２９１頁）

防火防災意識の高揚を図り、自主防災活動

の強化を推進している。

安全性の確保に十分配慮しながら、社会的

要請に対応した規制改革等の一層の推進を図

る。
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＜第５章 国際協力の推進と地球環境の保全＞

 国際協力・国際交流

消防庁では、国際協力事業団等とも協力し

ながら、開発途上諸国の消防職員を対象とし

た消防行政管理者研修をはじめとする集団研

修のほか、個別の研修員の受入れ、消防にお

ける技術指導のための専門家の派遣、北京消

防訓練センターに対するプロジェクト方式技

術協力等を実施している。

（白書２９３～２９６頁）

! 国際消防救助隊

海外で大規模災害が発生した場合に、消防

庁長官の要請により「国際消防救助隊」が派

遣され救助活動や支援活動を行うことになっ

ており、現在、全国の４０消防本部、５０１名の

救助隊員が登録されている。

なお、平成１１年１月２６日に発生したコロン

ビア共和国における地震災害への派遣、平成

１１年８月１７日に発生したトルコ共和国におけ

る地震災害への派遣、平成１１年９月２１日に発

生した台湾における地震災害への派遣で計１１

回の派遣となった。

（白書２９６～３０１頁）

" 地球環境の保全

コンピュータ室、通信機器室等の消火剤と

して使用されるハロン消火剤については、オ

ゾン層保護のため、モントリオール議定書に

より平成６年１月１日以降の生産等が全廃さ

れている。

平成５年７月に地球環境の保全に寄与する

ことを目的として、「ハロンバンク推進協議

会」が設立され、同協議会において、ハロン

の管理、回収、再利用が行われている。

なお、消防庁では、「ハロン等抑制対策検

討委員会」を設置し、ハロン及びハロン代替

消火剤の使用抑制等に取り組んでいる。

（白書３０５～３０６頁）

＜第６章 消防の科学技術の研究＞

災害の複雑多様化に対し、災害の防止、被害

の軽減、原因の究明等に関する科学技術の研究

開発が果たす役割はますます重要になっている。

このため、消防研究所において、消防防災に係

る科学技術の基礎的研究のほか、社会的・行政

的要請の高い課題について研究を行っている。

なお、効率的に研究を推進するため、外国の

研究機関、国内の大学あるいは企業との共同研

究を積極的に進めている。

（白書３０７～３１８頁）

＜第７章 今後の消防防災行政の方向＞

我が国は、これまで幾多の災害を経験してき

ており、近年においても、戦後最大の被害をも

たらした阪神・淡路大震災が発生し、その後も、

地下鉄サリン事件、鹿児島県出水市における土

石流災害、ナホトカ号及びダイヤモンドグレー

ス号の海難事故、新潟県・福島県・栃木県・高

知県など各地における豪雨や台風による災害な

どが起きている。

本年に入っても、広島県・神奈川県・熊本県

等において豪雨や台風による被害が発生する一

方、福岡県、東京都では、豪雨による地下街等

の地下空間の浸水被害により死者が発生するな

ど、都市部を中心に新しい形態の災害が発生す

るとともに、茨城県東海村のウラン燃料加工施

設において、臨界による放射線被ばく事故が発

生している。また、国外においても、トルコ共

和国北西部地震や台湾地震など、住民の安全を

脅かす被害などが起きている。

こうしたことから、災害や事故における不断

の備えの重要性はますます増大し、国民の消防

に寄せる期待は極めて大きなものがある。

消防における国際協力・国際交流を積極的

に推進している。

また、地球環境の保全の一環として、ハロ

ン消火剤等の使用抑制等に取り組んでいる。 消防研究所において、消防の科学技術に関

する研究が推進されている。
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このため、２１世紀に向け、消防防災行政にお

いて第一次的な役割を担っている地方公共団体

が、安全で安心な地域社会づくりに向けその使

命を十分に果たしていくことができるよう、今

後とも各般の施策を強力に展開して消防防災行

政の推進及びその体制の充実強化を図っていく

必要があり、具体的には、次の項目等について

積極的に取り組む必要がある。

○総合的な防災対策の推進

○高度防災情報通信体制の整備促進

○消防力の充実強化と教育訓練の充実等

○消防団の充実強化

○自主的防災体制の強化の推進

○救急・救助業務の充実強化

○総合的な防火安全対策の推進

○危険物施設等の安全の確保及び特殊災害対策

の充実強化

○技術革新等に対応した規制改革の推進

○消防防災技術の高度化

○国際化への対応

（白書３１９～３３２頁）

囲み記事及び特別解説「消防・連携の時代」

本文とは別にトピックス的な話題等を記述し

た「囲み記事（計１８項目）」及び自治体消防発足

後半世紀を経た現在における「消防の連携」に

ついて分かり易く記述した特別解説「消防・連

携の時代」を掲載するとともに、第２回全国消

防広報コンクールの受賞作品及び消防ポスター

を掲載している。

「囲み記事」の項目内容は次のとおりである。

�放火火災予防対策マニュアル
�消防用設備等に係る環境・省エネルギー対
策

�ウォーターミストによる消火の研究
�住宅防火診断
�石油コンビナート等特別防災区域における
消防車両の省力化

�家庭の防災会議
�あふれる若い力・消防団～長野県上田市消
防団

�実践的な訓練に励む消防団
�教育訓練用に指揮機能を有した災害救援車
	救急車到着までに必要な応急手当の方法を
電話で指導します


平成１０年８月末豪雨における消防・防災ヘ
リコプターの活動

�緊急消防援助隊の九州ブロック合同訓練
�危険物災害等情報支援システムの構築
通信衛星を用いた高度情報伝達システム
�国際消防救助隊の活動
�消防用機械器具等に係る国際規格
�大震火災時における地域防災活動拠点の安
全性確保に関する研究

�携帯電話からの１１９番通報発信地表示シス
テム
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「経済新生対策」（１１月１２日閣議決定）のとり

まとめを受けて編成された第２次補正予算（一

般会計予算歳出の追加額８兆１３９５億円、歳出の

修正減少額１兆３５０５億円、総額６兆７８９０億円）

が、１２月９日に成立しました。

このうち消防庁所管分は、総額６０億３２百万円

を計上しています。

その具体的な内容については、以下のとおり

ですが、昨年の第３次補正と同様に消防補助金

を確保するとともに、今回の補正においては、

原子力防災対策強化事業や来年のサミット関係

の経費を盛り込み、さらには、衛星データ通信

等を用いた緊急支援情報システムの整備や消防

防災研究施設の整備などの消防庁事業も計上し

たところです。

特に消防補助金については、昨年の第３次補

正額を上回る４３億５２百万円を確保しております

ので、各地方公共団体におかれましては、地域

の消防防災体制の整備のために、今回の補正予

算を積極的に活用いただきますようお願いいた

します。

なお、消防補助金も含め、今回の補正予算に

関連して生じる地方負担（いわゆる補助裏）に

ついては、原則として、地方債の充当率を１００％

とし、その元利償還金の全額について、後年度

基準財政需要額に算入（８０％を事業費補正、２０％

を単位費用により措置）することとされている

ことにも念のため触れておきます。

１．消防補助金 ４３億５２百万円

 消防防災施設緊急整備事業

２億４６百万円

地方公共団体が実施する防火水槽等の施

設整備費に対して一部補助。

! 消防防災設備緊急整備事業

２４億５８百万円

地方公共団体が実施する消防ポンプ自動

車、救急業務高度化資機材（高規格救急自

動車等）、防災無線等の設備整備費に対し

て一部補助。

" 消防団基盤緊急総合整備事業

１０億４百万円

消火活動や救助救出活動等重要な役割を

担っている消防団に係る基盤整備等を図る

ため、地方公共団体が実施する消防団拠点

施設、消防防災用車両、各種資機材等の総

合的な整備費に対して一部補助。

なお、本事業に併せて実施する消防団の

充実強化を推進するための一定のソフト事

業費についても一部補助。

# 原子力防災対策設備緊急整備事業

６億４４百万円

原子力施設の所在市町村及びその周辺市

町村における原子力防災対策の充実強化を

図るため、市町村防災行政無線の整備費及

び消防本部の放射線防護資機材の整備費に

対して一部補助。

２．原子力防災対策強化事業 １億８９百万円

 放射線事故に係る各種マニュアルの見直

し １億８百万円

地域防災計画策定マニュアルをはじめと

する放射線事故に関する各種マニュアルに

ついて、先般の東海村での事故を踏まえて

見直し。

! 原子力施設における消防用設備等につい

ての調査研究 ４６百万円

原子力施設の安全確保のため、原子力施

平成１１年度消防庁関係第２次補正予算について

総 務 課
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設における消防用設備等のより有効な設置

方法、維持管理等のあり方についての調査

研究。

" 消防職員の放射線防護に関する安全研修

の充実 ２４百万円

原子力災害発生時の消防職員の被ばく防

止と適切な消防活動を図るための放射線防

護資機材等を用いた消防職員への安全研修

の実施。

# 高度な消防防災資機材の研究開発に係る

調査研究 １１百万円

放射線環境下における消防活動の安全確

保のための放射線防護服、計測装置等の資

機材について、消防サイドからの今後の方

向性についての調査研究。

なお、原子力防災対策設備の補助金は上

述した１．#で整理しているため、これを
含めた原子力防災対策全体では８億３３百万円。

３．九州・沖縄サミット消防・救急体制整備費

補助金 ５６百万円

平成１２年７月に開催される九州・沖縄サミ

ットの成功について万全を期すため、今年度

中に対応する必要がある経費、つまり、沖縄

県内市町村が行う消防・救急活動に必要な消

防無線基地局の整備事業や消防設備の事前点

検に対する支援事業への補助を行う。（別途

平成１２年度当初予算でも４億円程度要求中）

４．その他の消防庁事業 １４億３５百万円

 衛星データ通信等を用いた緊急支援情報

システムの整備 ７億９０百万円

被災地の地理に不案内な応援側の消防部

隊に対し、極めて短時間に応急対応に資す

る情報を地図情報として伝達できるよう、

防災情報システムの地図情報化を図るとと

もに、耐災性に優れた衛星通信を用いた大

容量のデータ伝送が可能なシステム（緊急

支援情報システム）を消防庁に整備する。

! 消防防災研究施設の整備 ４億４５百万円

２１世紀の新たなエネルギー源として予定

されている各種先端的材料についての火災

現象の解明や防火対策を検討するため、実

験施設を消防研究所に整備する。

" 阪神・淡路大震災関連情報のデータベー

スの構築 １億４４百万円

阪神・淡路大震災発災から丸５年になろ

うとしていることから、その経験・教訓を

次世代に継承するため、消防庁及び防災関

係機関等が保有している関連情報を収集・

分析し、データベースを構築する。

# ハロン代替消火剤の安全基準の確立

５６百万円

ハロン代替消火剤に係る技術基準の整備等

の要請を踏まえ、ハロン代替消火剤の物性や

消火時の有害物質に係る試験を実施し、その

安全基準の確立を図る。

○ はじめに

消防庁をはじめとする消防防災機関は、自ら

保有するシステム・機器等について、コンピュ

ータ西暦２０００年問題（以下「２０００年問題」とい

う。）への対応を十分に行うことはもちろんで

すが、消防防災機関は、地域における災害の防

除と被害の軽減という任務を有しているため、

万が一の事態が発生した場合に備え、危機管理

体制の整備を行っていくことが必要です。

このため、消防庁と都道府県の消防防災部局

コンピュータ西暦２０００年問題に関する消防防災機関の危機

管理体制の強化について

防 災 課
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との間で、「コンピュータ西暦２０００年問題に関

する都道府県消防防災担当課連絡会議」を、全

国消防長会との間では、「コンピュータ西暦２０００

年問題に関する消防機関連絡会議」を設置し、

情報交換や各般の検討を行っています。

先般、二つの会議が共同で、２０００年問題に対

する消防防災機関の基本的認識や対処方針等を

示した「報告（コンピュータ西暦２０００年問題に

関する消防防災機関の対応のあり方について）」

を取りまとめましたので、その概要を以下に紹

介いたします。

「コンピュータ西暦２０００年問題に関する消防防

災機関の対応のあり方について」

１ 基本的認識

消防防災機関は、２０００年問題に関し、通常

の年末年始と異なる特別の警戒体制で臨むな

ど、万が一、異常事態が多発しても十分対応

可能な体制をとる必要がある。

また、万が一、水道、電気、ガス等の社会

インフラに影響が生じた場合、消防防災機関

の活動自体にも大きな影響があることを想定

しておく必要もある。

さらに、消防防災機関相互間で十分な情報

交換、連絡調整等を行い一致協力して対処し

ていく必要がある。

２ 基本的対処方針

消防防災機関は、２０００年問題に起因する事

故の態様等を踏まえ、情報収集・伝達、警戒、

緊急搬送体制の確立等に向けて、ハード、ソ

フト両面から万全の措置を講じ、住民の安全

を確保していく必要がある。

３ 年末年始等に向けた消防防災機関の情報収

集連絡体制の構築への取組

消防防災機関相互間で、情報収集連絡体制

を確立するため、複数の通信手段（消防防災

無線、都道府県防災行政無線、市町村防災行

政無線、地域衛星通信ネットワークシステム

等）の活用ができるようにしておく必要があ

る。

また、通常使用する通信回線が、２０００年問

題が原因で使用できなくなる事態等を想定し

た模擬訓練を実施して、実践的な体制を整備

する必要がある。

４ 年末年始等における消防防災機関の警戒体

制の実施

消防防災機関は、同時多発的に発生する事

故等に対応する必要があり、動員、情報収集

・連絡関係機器の増強、予備車両の利用、待

機体制の点検、消防団による警戒など、その

業務と地域の実情を勘案しながら所要の措置

を講じておく必要がある。

また、年始等には、自らの保有する消防防

災システム・機器について、使用可能である

ことを確認することが極めて重要なため、動

作確認等を行う必要がある。

なお、こうした警戒体制の実施に当たって

は、万が一の事態が発生しても、人員や装備

について不足がないよう、人員等に十分な余

裕を持って実施するという点に特に留意する

必要がある。

５ 医療関係者等との情報交換の推進と医療関

係機関との情報収集・連絡体制の構築

消防機関は、管内の医療機関の対応状況に

ついて、医師会等の医療関係者との情報交換

を推進し、その実情を十分に把握する必要が

ある。

また、万が一、緊急搬送案件の増加や救急

搬送先の変更などの事態が生じた場合に備え、

重点医療機関等との連絡体制の確立を図る必

要がある。

６ 危険物施設等における２０００年問題に対する

対応状況の確認と事業者への注意喚起等

消防機関は、危険物施設等について、引き

続き、２０００年問題の対応状況を確認するとと

もに、対応が不十分な事業者に対して、早急

に対応を進めるよう、注意喚起していく必要

がある。

また、消防防災機関は、危険物施設以外の

施設においても、必要に応じて２０００年問題へ
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の対応状況に関する情報収集を行い、その対

応状況の確認・把握をしておく必要がある。

７ 地方公共団体における２０００年問題対策本部

との連携調整

各地方公共団体では、２０００年問題対策本部

の設置や年末年始の警戒体制の整備等が進め

られているが、都道府県消防防災担当部局、

消防機関及び市町村防災部局も、当該本部等

に積極的に参画し、自らが独自で行う警戒体

制との十分な連携・調整を図ることが必要で

ある。

８ その他

消防庁は、我が国より早く西暦２０００年を迎

える海外の地域の情報収集と消防防災機関に

対し必要な情報提供に努める必要がある。ま

た、都道府県消防防災部局は、２０００年問題に

係る対応、体制整備において、遅れがみられ

る市町村に対して、早急に対応がなされるよ

う、引き続き、必要な助言等を行っていく必

要がある。

○ おわりに

上記「報告」については、１１月９日付けで

各都道府県へ通知し、この報告を参考として、

年末年始等の危機管理体制の整備など、２０００

年問題に関する対応を早急に進めるよう要請

したところです。

消防庁におきましても、年末年始には、原

則として１日２交替制による全庁的な体制で

情報収集及び警戒を行う予定でありますので、

この「報告」の趣旨を踏まえ、各消防防災機

関におかれましても、２０００年問題に対する危

機管理に万全を期すようお願いいたします。

消防庁では「消防・防災システムに係るコン

ピュータ西暦２０００年問題対応の推進について」

（平成１１年１０月２９日付け消防情第２１７号）等によ

り各都道府県、市町村及び消防本部に対し、万

全な対応をとるように指導しているところです。

今般、１０月３１日現在における消防・防災シス

テムのコンピュータ西暦２０００年問題への対応状

況調査結果を集計したので、その概要を以下に

示します。

今回の集計結果では、修正作業及び模擬テス

トについてはほとんどの団体で実施済ですが、

実施中又は実施予定の団体は１１月中に完了する

必要があり、また、危機管理計画についても策

定中又は策定予定の団体は１１月中に策定を完了

し、年末年始の対応に万全を期す必要がありま

す。

なお、引き続き実施する追跡調査（１１月３０日

現在）の結果で、修正作業、模擬テストの実施

及び危機管理計画の策定が未完了の場合には、

機器の更新の場合を除き、消防庁による個別指

導及び団体名の公表等をすることとしています。

［コンピュータ西暦２０００年問題対応状況追跡調

査集計結果］

基準日：平成１１年１０月３１日

都道府県（４７団体）、市町村（３，２５２団体）及

び消防本部（９１１団体）を対象に実施した、各

団体が保有している主要な消防・防災システム

のコンピュータ西暦２０００年問題に関する対応状

況調査結果は、以下のとおりです。

（進捗状況を示す用語の説明）

進捗状況を示す用語は次のような状態を指す。

「実施済」……当該作業が終了している場合

「実施中」……当該作業を行っているが、完

消防・防災システムに係るコンピュータ西暦２０００年問題対

応状況について（１０月３１日現在）

防災情報室
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了していない場合

「対応予定」…作業が必要なシステムを確定

し、作業実施予定が定められ

ている場合

「対応未定」…作業が必要なシステムを確定

中である場合（対応検討中を

含む。）

【都道府県】

２０００年問題該当装置が無いと回答のあった団

体を除いて集計したところ、防災行政無線（固

定系・衛星系）、救急医療情報システム及び震

度情報ネットワークの修正作業及び模擬テスト

は設備によって異なりますが、９８％から１００％

の団体で実施済又は実施中です。

また、危機管理計画については全ての団体で

策定済又は策定中です。

なお、修正作業及び模擬テストが未完了の団

体についても、１１月中には全て完了する予定で

す。

【市町村・消防本部】

２０００年問題該当装置が無いと回答のあった団

体を除いて集計したところ、通信関係の修正作

業は設備によって異なりますが、９８％から１００％

の団体で、模擬テストは９６％から１００％の団体

で実施済又は実施中です。消防用車両及び救急

・救助用資機材等の修正作業及び模擬テストは

完了しています。

また、危機管理計画は同じく９７％から１００％

の団体で策定済又は策定中です。

なお、修正作業及び模擬テストが未完了の団

体についても、１１月中には更新分を除き完了す

る予定です。

（都道府県防災行政無線：固定系）

（都道府県防災行政無線：地域衛星通信ネットワーク設備）

（救急医療情報システム：都道府県整備分）

（防災情報システム：震度情報ネットワークシステム）

（消防緊急通信指令施設：指令装置）

（消防無線システム）

（救急無線システム）

（画像伝送システム）

（市町村防災行政無線：同報系）

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９７％ ３％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９５％ ５％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 ９７％ ３％ ０％ ０％

�模擬テスト ９７％ ３％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９７％ ３％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト ９６％ ２％ ２％ ０％

�危機管理計画策定 ９６％ ４％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 ９７％ １％ ２％ ０％

�模擬テスト ９７％ １％ ２％ ０％

�危機管理計画策定 ９４％ ６％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９４％ ６％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト ９９％ ０％ １％ ０％

�危機管理計画策定 ９４％ ６％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト ９８％ ０％ ２％ ０％

�危機管理計画策定 １００％ ０％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 ９６％ ２％ ２％ ０％

�模擬テスト ９５％ １％ ４％ ０％

�危機管理計画策定 ８１％ １７％ ２％ ０％
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毎年１月２６日は、「文化財防火デー」です。

昭和２４年１月２６日、奈良県斑鳩町の法隆寺金

堂から出火し、１３００年の歴史を持つ日本最古の

壁画が焼損しました。その後も金閣寺等の貴重

な文化財の火災が相次いだことから、昭和３０年

に消防庁と文化庁が共に提唱して、世界に誇れ

（市町村防災行政無線：地域防災無線）

（消防用車両：梯子車）

（消防用車両：化学車）

（消防用車両：その他）

（消防艇）

（救急用資機材：除細動器）

（救急用資機材：患者監視装置）

（救急用資機材：その他）

（救助用資機材等：電磁波探査装置）

（救助用資機材等：ガス分析装置）

（救助用資機材等：その他）

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 ９８％ ２％ ０％ ０％

�模擬テスト ９６％ １％ ３％ ０％

�危機管理計画策定 ８３％ １４％ ３％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９５％ ５％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９４％ ６％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９６％ ４％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 １００％ ０％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９４％ ６％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９３％ ７％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９５％ ％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９６％ ４％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９９％ １％ ０％ ０％

実施済 実施中 対応予定 対応未定

�修正作業 １００％ ０％ ０％ ０％

�模擬テスト １００％ ０％ ０％ ０％

�危機管理計画策定 ９８％ ２％ ０％ ０％

文化財防火デーの実施について

予 防 課
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る日本の貴重な文化財を火災等の災害により失

うことのないよう、法隆寺金堂がり災した日を

「文化財防火デー」と定め、この日を中心とし

て全国的に文化財防火運動が展開されることと

なりました。

この運動を通じて、文化財を火災等の災害か

ら守るとともに、文化財愛護思想の普及高揚を

図ることとしました。以降この日を中心に全国

的に文化財防火運動を展開し、今回で４６回目と

なります。

今年度も次のような方針の下に、全国的な文

化財防火運動を展開していく予定です。

１ 趣旨

１月２６日は法隆寺金堂壁画が焼損した日

（昭和２４年）に当たるので、この日を「文化

財防火デー」と定め、この日を中心として文

化財を火災、震災その他の災害から守るため、

全国的に文化財防火運動を展開し、国民一般

の文化財愛護思想の高揚を図るものである。

２ 主唱

文化庁・消防庁

３ 名 称

第４６回 文化財防火デー

４ 期 日

平成１２年１月２６日�
５ 実施方針

 国及び地方公共団体は、国民一般の文化

財保護に対する関心を高めるために、積極

的に防火訓練その他の防災訓練等の行事を

実施するとともに、広報活動を行い、「文

化財防火デー」の趣旨の徹底を図るものと

する。

! 文化財は貴重な国民的財産であり、文化

財の所有者、管理者その他の関係者は、平

素から文化財の防災体制の整備や防災対策

の強化を図るべきであるが、特に「文化財

防火デー」を迎えてこのことを再認識し、

必要な措置を講ずるよう努力するものとす

る。

" 文化財を災害から守るためには、関係機

関や文化財関係者のみならず文化財周辺地

域住民との連携・協力が必要である。「文

化財防火デー」を機会に、文化財愛護思想

の普及と日頃から連携を密にすること等に

よる広域的な地域ぐるみ、住民ぐるみの防

火・防災意識の高揚に努めるものとする。

６ 実施事項

 国（文化庁・消防庁）においては、次の

事項を実施するものとする。

ア 国立博物館等における防災訓練等の実

施及び火災・震災対策等の計画の作成

イ 広報活動

ａ 政府刊行物による広報

ｂ 放送・新聞等による広報

! 地方公共団体にあっては、文化財関係者、

消防関係者、教育関係者及び地域住民の協

力の下で、次の事項等を実施するものとす

る。

ア 防災訓練等の実施

ａ 防災訓練（特に消防機関への円滑な

通報体制の確立）

ｂ 文化財建造物等への立入検査及び防

火・防災指導

ｃ 消防用設備等の定期点検の励行の指

導

ｄ 伝統的建造物群保存地区の住民及び

文化財周辺地域の住民に対する防災指

導及び防災協力体制の整備の指導

イ 広報活動

ａ 文化財の防災に関する各種広報活動

の実施（テレビ、ラジオ、有線放送等

の活用及び広報用資料の刊行）

ｂ 防災訓練及び防災施設の見学会の実

施

ウ その他

ａ 文化財の所有者、管理者その他の関

係者を対象とした文化財の防災に関す

る講習会、研究会等の実施（消火の知

識、技術の習得等）

ｂ 学校、博物館等における適切な行事
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の実施（文化財講座、文化財愛護写真

展等）

" 文化財の所有者及び管理者は、教育委員

会及び消防関係機関等と緊密な連絡の下で、

次の事項を実施するものとする。

ア 防災訓練の実施

ａ 通報、消火、重要物件の搬出、避難

誘導等の総合訓練の実施

消防機関に対する通報、消火器・消

火栓・ポンプ等を活用した初期消火等

について十分な訓練を行うこと。この

場合、指定文化財（美術工芸品・民俗

文化財等）の搬出は、当該指定物件の

性質を熟知の上、慎重に行い、物件に

よっては実物を避け、代替物件を用い

て行うこと。

なお、観覧者の多い社寺等の場合は、

観覧者の避難誘導のための訓練も併せ

て行うように努めること。

ｂ 防災訓練後の点検、整備及び研究

消火訓練後の貯水槽への水の補給、

消火器への消火薬剤の補充等を確実に

実施するとともに、防災訓練終了後に

改善すべき事項について十分検討の上、

適切な措置をとるように努めること。

イ 防災対策の推進

ａ 消防計画の作成と計画に基づく防災

体制の整備

消防計画は、文化財の規模、立地条

件、人員構成等の実態に即したものと

すること。

また、防災体制の整備については、

特に自衛消防組織の充実強化が図られ

るよう努めること。

自衛消防組織は、原則として文化財

を所有・管理する社寺等の職員により

構成されるものであるが、職員がいな

い場合や夜間に十分な人員がいなくな

る場合等に対しては、あらかじめ対策

を講じておくこと。

ｂ 火災、震災時等の危険が予想される

箇所の早期発見と改善

ｃ 巡視等の励行

ｄ 通報、情報、警報連絡体制の確立

ｅ 消防用設備等及び防災設備の点検・

整備

消火器、自動火災報知設備、非常通

報装置その他の消防用設備等及び防災

設備について、外観上及び機能上の定

期的点検、整備の励行に努めるととも

に設備の操作に習熟しておくこと。ま

た、消防用設備等の点検の結果は点検

票及び維持台帳に記録し、これを消防

機関に報告する等消防用設備等の維持

管理に留意すること。

ｆ 消防用設備等の代替措置

震災時に消火栓や非常通報装置が使

用できない場合を想定し、これらの代

替措置を講じておくこと。

ｇ 震災等に対処するための木造建造物

等の点検及び応急資材の準備

ｈ 電気・ガス設備、火気使用箇所、可

燃性物品・危険物保管場所等の点検及

び整理

ｉ 避難路、避難場所の点検及び整備

ｊ 市町村火災予防条例によるたき火、

たばこ等の使用禁止区域の明確化とそ

の励行

ｋ 文化財周辺環境の整理・整頓

ｌ 消防機関による防火診断

我が国には、世界に類を見ない歴史的、芸

術的価値の高い文化財が数多く残されていま

す。これらの文化財は長い歴史の中を先人の

努力によって受け継がれ、維持されてきたも

のであり、後世に末永く伝えて行くことは、

私たちの責務であります。

そのためには文化財関係者の努力だけでな

く、国民一人ひとりが文化財を火災等から守

る日常の心配りを積み重ねて行くことが必要

です。皆様の御協力をお願いいたします。
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消防庁では、自治体消防５０周年を迎えた昨年

から、消防防災行政を推進する上で重要な役割

を果たしている消防広報の技術向上を図るとと

もに、消防防災行政の推進に寄与することを目

的とし、全国の消防本部又は、消防団で作成し

ている広報紙、広報写真、広報ポスター、広報

カレンダーなどの各種広報媒体を対象とする

「全国広報コンクール」を実施しています。第

２回目となる今回の応募数は、「広報紙部門」

８７点、「広報写真部門」３２点、「広報ポスター・

広報カレンダー部門」４８点でした。審査会は去

る９月２７日に実施され、その結果、以下のとお

り各賞が選出されましたので、応募作品に対す

る講評も含めてご紹介します。

１ 審査結果

（応募作品の総評）

今回の応募作品は、昨年度より１１点多い１６７

作品であった。全体を通して今回の応募作品は、

完成度の高い作品も多く見受けられたが、企画

力・表現力などで類似している作品も見受けら

れた。どの作品も同じテーマでの表現が多いた

めと思われる。これからは企画や表現を行う上

で、独自の切り口、アイディアを考える工夫が

必要です。しかしながら昨年度に比べ、デザイ

ン処理が視覚的になってきており、総体的なレ

べルは向上してきており、見る人や読者の立場

に立った、広報担当者のさらなる制作努力に期

待したい。

【広報紙部門】

（講評）

４ペ―ジの広報紙から３２ページの大作まで、

様々な応募作品が集まった広報紙部門は，力量

の差こそあれ、どの作品も製作者の熱意が感じ

られた。また、本文の可読性の優れている作品

やビジュアル表現の優れている作品など、視覚

化に配慮した紙面も見受けられ、編集表現テク

ニックが年々向上している。ただ残念なことに、

訴求したい情報内容が「消防や防災」など同じ

テーマが多いため、編集テクニックの差が入選

と選外の分かれ目と成った。今後は企画力にも

磨きをかけていただきたい。

優 秀 賞

「やまがた西部消防」
やまがたせい ぶ

（山県西部消防組合消防本部（広島県））

第２回全国消防広報コンクールの結果発表について

総 務 課
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優 秀 賞

「セーフティー見附」
みつ け し

（見附市消防本部（新潟県））

優 秀 賞

「いなん消防」

（揖南消防事務組合消防本部（兵庫県））

入 選

「しょうぼう山鹿鹿本 F１１９」

（山鹿鹿本広域行政事務組合消防本部（熊本県））

入 選

「あんしん１１９」（高知市消防局（高知県））

特 別 賞

「ひがプンプンおこったら」

（大阪市消防局（大阪府））

特 別 賞

「くらしをまもる 福岡市の消防」

（福岡市消防局（福岡県））
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【広報写真部門】

（講評）

応募作品は全部で３２点で、迫カのある出火写

真や救助の写真、防災訓練の写真など、質の高

い作品が多く見応えのある審査となった。昨年

度と比べて作品の質は確実に向上しており、ど

の作品も見事にシャッターチャンスをものにし

ている。併せて写真のトリミングも上達してお

り、カメラマンの力量に拍手を送りたい。

最優秀賞

「炎上する校舎」
しものせきちく

（下関地区広域行政事務組合消防本部（山口県））

優 秀 賞

「ぼくも早く・・・。」
かほくまち

（鹿北町 北原チヅ（熊本県））

優 秀 賞

「防災訓練」
きょうほ

（峡北広域行政事務組合消防本部（山梨県））

入 選
や お し

「お元気でっか？」（八尾市消防団（大阪府））

入 選

「上手に消火できるかな」

（東京消防庁石神井消防署 森井春二（東京都））

入 選 「景色も一番、危険も一番」

（東京消防庁秋川消防署

小松幹雄（東京都））
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【広報ポスター・広報カレンダー部門】

（講評）

ポスターでは、昨年度と同様に火災予防をテ

ーマにした標語・絵画コンクールでの特選作品

を、メインビジュアルに用いた作品を数多く目

にした。防災としての伝えたい情報内容が同じ

切り口になるため、どのように表現を行うかが、

今後の製作課題となる。写真・イラスト・タイ

ポグラフィ・レイアウト・色彩など、表現企画

を重視したい。一方、どの作品も昨年度に比べ、

視覚的に強い表現処理を施しており、ポスター

としてのメディア特性を考慮した作品群に好感

が持て、年々ビジュアル要素の向上が見て取れ

る。カレンダーでは、昨年度に比べ１枚組のカ

レンダーが大半を占め、複数ページで構成され

るカレンダーは減少した。応募作品のどれもが、

製作者の熱意の感じる作品が多く、審査にあた

っては、カレンダーの機能の他に、広報として

何を伝えるかの情報が大切で、併せて１年間貼

られる装飾効果も考慮し、審査にあたった。

最優秀賞
さかいしたかいしし

堺市高石市消防組合消防本部（大阪府）

優 秀 賞

津市消防本部（三重県）

優 秀 賞

仙台市消防局（宮城県）

入 選

神戸市消防局（兵庫県）
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入 選

十和田地区広域事務組合消防本部（青森県）

２ 審査員（敬称略、五十音順）

秋元 任 �共同通信社 編集局写真部長

吉村 潔 �メディアブレーン 代表取締役

吉村 秀實 日本放送協会 解説委員

田中 里沙 �宣伝会議 編集長

長岡 光弘 �たき工房 取締役

３ 表彰式

表彰式は、各部門の「最優秀賞」の受賞団体

に対し、１１月９日�に消防庁長官室で行いまし
た。

なお、表彰式の後、審査員を交えた、懇談会

を行い、制作に当たっての苦労話など様々な意

見交換を行いました。

入 選

大阪市消防局（大阪府）
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１ はじめに

去る１１月１０日、１１日、１２日の３日間、東京

都新宿区の朝日生命ビル（朝日生命ホール、

朝日生命本社５階大会議室）において、日本

救急医学会・自治省消防庁・全国消防長会の

共催で第２７回日本救急医学会救急隊員部会学

術総会が開催されました。

以下その概要について紹介いたします。

２ 学術総会の概要

日本救急医学会救急隊員部会学術総会は、

全国の救急隊員の研究発表の場であり、また、

医師等医療従事者との交流の場でもあります。

今回は８９７人の多数の参加者を迎え、パルネ

ルディスカッション、シンポジウム、教育講

演のほか、各消防機関から募集した一般演題

６３題等の発表が２会場に分かれ講演、発表、

質疑等活発な意見交換がなされました。

３ 各プログラムの概要

 パネルディスカッション

開会式直後に行われたパネルディスカッ

ションでは、市立札幌病院救命救急センタ

ー部長の松原泉先生の司会で「次世紀に期

待されるプレホスピタルケアのあり方」と

いうテーマで、救急需要の増大化をはじめ

とした現在の救急業務が抱える問題点を中

心に様々な話題を取り上げ、消防本部、民

間企業、医療機関それぞれの立場から２１世

紀のプレホスピタルケアのあり方について

活発な議論がなされました。

! シンポジウム

「プレホスピタルケアにおける呼吸管理

の問題点」と題して行われたシンポジウム

は、救急振興財団救急救命東京研修所の安

田和弘教授、仙台市消防局の藤橋孝彰救急

救助課長の司会で、呼吸管理の基本からみ

た問題点、救急救命士の使用する器具を用

いた呼吸管理の問題点について活発な議論

がなされました。

" 教育講演

�循環器救急のポイント
済生会熊本病院循環器科部長 本田 喬

致死的疾患が多い循環器救急について、

救急隊員として必要な基本的なことから

見落としやすいピットフォールまでドク

ターカーの紹介をいただきながら、わか

りやすく講演いただきました。

�新感染症予防法と消防機関の対応につい
て

都立荏原病院感染症科医長 角田隆文

救急現場において、しばしば難渋する

感染症患者の対応要領について、感染防

止対策を中心に講演いただきました。

�急性中毒の初期対応について
兵庫医科大学救急部講師 吉永和正

急性中毒の初期医療において救急隊員

の得る情報は重要な鍵となることから、

現場の状況を見聞きすることのできる救

急隊員の役割について講演いただきまし

た。

�脳死と臓器移植について
杏林大学救急医学講師 田中秀治

脳死体からの臓器提供における諸問題

及び臓器移植が普及するためには何が必

要であるか、最新の情報を含めて講演い

ただきました。

�Confined Space Medicine（瓦礫の下の医学）
防衛庁統合幕僚会議事務局 山田憲彦

阪神・淡路大震災以降、その必要性が

第２７回日本救急医学会救急隊員部会学術総会を終えて

救急救助課
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注目されはじめた瓦礫の下の医療活動に

ついて、米国のシステムの概要と、医療

者に対する訓練の状況について講演いた

だきました。

�受傷機転からみた躯幹（胸腹部）外傷
久留米大学救急医学助教授 坂本照夫

鈍的外傷の受傷機転からの外傷を中心

にその受傷形態の特徴や損傷臓器の存在

診断などについて講演いただきました。

�なぜ乳酸加リンゲル液なのか
川崎医科大学救急医学助教授 鈴木幸一郎

救急救命士の特定行為の一つである静

脈路確保には乳酸加リンゲル液が用いら

れているが、種々の輸液製剤の中でなぜ

乳酸加リンゲル液が用いられるのかわか

りやすく講演いただきました。

# 一般演題

一般演題は「救急業務１～３」「救急活

動１～４」「応急手当の普及啓発１，２」

「救急隊員の教育訓練・その他」の各分

野で、日頃から研究・検討してきたことに

対して６３題が発表され、助言者のアドバイ

スや参加者の質疑等を交えて活発な討議が

なされました。

４ おわりに

今回の第２７回日本救急医学会救急隊員部会

学術総会は救急隊員部会の参加登録者数８９７

人、医師部会を含めると２，９７９人となりまし

た。これは、開催地消防本部である東京消防

庁をはじめ、東京都総務局、東京大学等関係

各機関の御尽力の賜物であり、また生涯学習

の重要性を理解している救急隊員の熱意によ

るものと思われます。主催者の一員として厚

く御礼申しあげます。

ご承知のとおり日本救急医学会救急隊員部

会学術総会は今回が最後となり、救急隊員の

学会参加は日本臨床救急医学会において行わ

れることとなりました。この日本臨床救急医

学会は、従来の隊員部会と異なり、原則とし

て当会会員のみが発表、司会等を行うことと

されており、当日参加の者は聴講のみとされ

ております。しかし、会員でない救急隊員等

の研究発表が円滑に行われるように「事前登

録制」という制度が設けられ、消防機関が事

前に登録することにより正会員に近い資格を

得ることができるようになりました。この新

たな舞台が、救急隊員に必要な医学的知識、

技能の研鑽等、生涯学習の場として今まで以

上に活用されることを期待します。なお、次

回で第３回目となる日本臨床救急医学会総会

は平成１２年４月２６日、２７日の２日間、東京都

の日本都市センターで開催されます。
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